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衆
議
院
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よ
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カ
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Ｉ
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に
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す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
大
阪
府
・
市
に
よ
る
カ
ジ
ノ
を
含
む
Ｉ
Ｒ
事
業
の
認
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
十
項
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
整
備
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
区
域
整
備
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
の
申
請

は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
期
間
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法

第
九
条
第
十
項
の
期
間
を
定
め
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
に
お
い
て
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

四
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
と
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

法
第
九
条
第
八
項
に
お
い
て
、
都
道
府
県
等
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
整
備
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
区
域
整
備
計
画
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
等
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
都
道
府

県
等
に
よ
る
区
域
整
備
計
画
の
認
定
の
申
請
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 



 

２ 

 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

区
域
整
備
計
画
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

定
め
ら
れ
た
「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」
（
令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
特
定
複
合
観
光

施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
に
設
け
ら
れ
た
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
に
よ
る
審

査
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
第
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
か
ら
の
意
見
聴
取

等
を
経
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
区
域
整
備
計
画
を
認
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 


